
船舶事故調査報告書 

平成２７年１２月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月２０日 ０３時５０分ごろ 

発生場所 高知県高知市高知港 

 高知港御畳
み ま

瀬
せ

灯台から真方位０１２°３,９００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３２.５′ 東経１３３°３４.１′） 

事故の概要  貨物船海
かい

翔
しょう

丸は、錨泊中、また、砂利採取運搬船丸山
まるやま

丸は、離岸

作業中、両船が衝突した。 

 海翔丸は、船尾部に曲損を生じ、また、丸山丸は、右舷船首部に擦

過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１月６日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指

名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 海翔丸、４９９トン 

   １４１４８１、不二海運株式会社 

Ｂ 砂利採取運搬船 丸山丸、４９５トン 

   １３５１０１、有限会社西森商店 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船尾部に曲損 

Ｂ 右舷船首部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮期、潮流 北西流約２～３ノット 

 事故の経過  Ａ船は、荷役待機のため、高知港の第４ふ頭西方沖に船首を南南東

方に向けて錨泊していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが出港操船に当たり、左舷着けしていた高知港の第

４ふ頭岸壁を離岸し、船尾の錨を揚錨していたところ、潮流の影響を

受けて船首が右に振れ、右舷後方のＡ船に接近し、Ｂ船の右舷船首部

がＡ船の船尾部に衝突した。 

分析  Ｂ船は、離岸作業を行っていたところ、潮流に圧流されたことか

ら、錨泊中のＡ船に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ｂ船が、離岸作業を行っていたところ、潮流に圧

流されたため、錨泊中のＡ船に衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



 ・潮流のある状況下で離岸作業を行う際には、慎重な操船を行うこ

と。 

 


